
令和 ８ 年度 審 議 会 開 催 予 定 表  

➀ ② ③ ④申請書提出期限 ⑤審議会開催予定日 
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３月２６日（木） ４月１４日（火） 

４月２３日（木） ５月１２日（火） 

５月２１日（木） ６月 ９日（火） 

６月１８日（木） ７月１４日（火） 

７月１６日（木） ８月 ４日（火） 

８月２０日（木） ９月 ８日（火） 

９月２４日（木） １０月１３日（火） 

１０月２２日（木） １１月１０日（火） 

１１月１９日（木） １２月 ８日（火） 

１２月２１日（月） １月１２日（火） 

１月２１日（木） ２月 ９日（火） 

２月１８日（木） ３月 ９日（火） 

※➀の事前相談は、旅館業法を所管する生活衛生課 環境衛生係にも行う必要があります。 

 ※申請書提出期限までに、「ホテル等建築同意申請書」を１２部提出していただけますと、審議会開催

予定日の審議会に諮ることができます。 

 ※同意通知書の交付は、審議会開催日の概ね７日～１０日後となります。 

 ※同意通知書の交付後に、「中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」による標識

設置や建築確認申請の手続が可能となります。 


